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項 目 県道 269号線 

現況調査結果
と予測結果 
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【騒音レベル】

 
 

     測定結果の中央値で評価する方法（Ｌ50）  等価騒音レベルによる評価方法（ＬAeq） 

考 察 

・ Ｈ9年の現況調査結果、Ｈ11年の予測結果は、ほぼ横ばいの傾向である。 
 
・ 環境基準との比較では、現況調査結果及び予測結果は、いずれも環境基準値を満足し

ている。なお、騒音に係る環境基準はＨ12年に、それまでの測定結果の中央値で評価
する方法から、等価騒音レベルによる評価方法に改正され基準値も見直されている。 

 
・ 今回アセスの予測結果は、予測時間帯の交通量について工事車両、廃棄物運搬車両、

一般車両の全てを考慮しており（小型車は主に一般車両の増加に伴い微増傾向、大型
車は主に廃棄物運搬車両の減少に伴い微減傾向）、その結果、工事期間中のＨ20 年、
存在・供用のＨ24年ともＨ15の現況と同程度と予測されている。 

 
項目 筒瀬小学校前 

現況調査結果
と予測結果 46 51
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【騒音レベル】

 
 

   測定結果の中央値で評価する方法（Ｌ50）   等価騒音レベルによる評価方法（ＬAeq）   

考 察 

・ Ｈ9 年の現況調査結果に対し、Ｈ11 年の予測結果では騒音レベルが増加したが、これ
は廃棄物運搬車両の大型車が増加したためである。 

 
・ 環境基準との比較では、Ｈ15年の現況調査結果は環境基準値を超過したが、その他の

現況調査結果及び予測結果は、いずれも環境基準値を満足している。なお、騒音に係
る環境基準はＨ12年に、それまでの測定結果の中央値で評価する方法から、等価騒音
レベルによる評価方法に改正され基準値も見直されている。 

 
・ 今回アセスの予測結果は、予測時間帯の交通量について工事車両、廃棄物運搬車両を

考慮しており（大型車は主に土砂搬入車両が出入しないことと廃棄物運搬車両が減少
することにより、大幅に減少する）、その結果、工事期間中のＨ20 年、存在・供用の
Ｈ24年ともＨ15の現況より騒音レベルが減少すると予測されている。 

 

環境基準値 55dB 

環境基準値 70dB 

環境基準値 55dB 

環境基準値 65dB 
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【騒音・振動】 

●建設作業騒音の影響は、敷地境界において最大で約７３dB となり、騒音規制法に基づく「特定

建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準値（＝85dB）」を下回った。 

●建設作業振動の影響は、敷地境界において最大で約６６dB となり、振動規制法に基づく「特定

建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準値（＝75dB）」を下回った。 

●さらに、環境保全措置として、建設機械は低騒音型のものを使用するとともに、建設機械の運

転に際し、適切な点検整備を行い、空吹かし運転等を極力避けることにした。また、建設機械

の稼働が過度に集中しないように、工事工程を調整することにした。 

 

以上より、「本事業計画は、建設工事に関する騒音・振動への影響が実効可能な範囲で低減が成さ

れた計画」であると考える。 

 

【水質】 

●造成工事に伴う水の濁りの影響は、SS濃度の増加量で 0.04mg/L 程度となった。 

●さらに、環境保全措置として、工事期間中は、降雨の多い時期（梅雨時期など）には盛土工事、

切土工事を集中させないように工事工程を調整すること、広域な掘削エリアを出現させないよ

うに施工エリアを分割すること、裸地の状態の出現期間を短縮する施工を実施することにした。 

 

以上より、「本事業計画は、建設工事に関する水質（水の濁り）への影響が実効可能な範囲で低減

が成された計画」であると考える。 

 

【動物・植物・生態系・人と自然とのふれあい活動の場】 

●工事期間中については、フクロウが改変区域内に営巣していない場合や建設作業騒音における

動物への影響は殆どないものと予測されたが、工事着手前にフクロウの営巣についての調査を

実施し、営巣が確認された場合は、フクロウの生息環境を維持するための配慮を行うとともに、

建設作業騒音、埋立作業騒音を可能な限り低減することにした。 

●埋立地の拡張に伴い、サンヨウアオイの生育場所の消失することとなるため、サンヨウアオイ

の移植を行うことにした。また、併せて、サンヨウアオイの移植先でギフチョウの生息場を創

ることにした。 

●また、サンヨウアオイの移植先周辺ではふれあいの道を設けるなど、動植物生態系と人とのふ

れあい活動の場を創出することにした（詳細は、７章に示すとおり）。 

 

以上より、「本事業計画は、建設工事に関する動物・植物・生態系・人と自然とのふれあい活動の

場への影響が実効可能な範囲で低減が成された計画」であると考える。 
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